
平 成 2 5 年 ５ 月 ８ 日 

 

 

各 県 立 学 校 長 様 

 

 

豊 か な 心 育 成 課 長 

 

 

微小粒子状物資（ＰＭ2.5）に関する「注意喚起のための暫定的な指針」 

の運用上の留意事項等について（通知） 

 

 

 このことについて，環境県民局環境保全課長から別紙写しのとおり通知があり

ました。 

 ついては，情報提供をしますので，適切に対応してください。 

なお，ＰＭ2.5の高濃度予報が実施された場合には，平成 25年３月11日付け

「『微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に係る注意喚起のための暫定的な指針に基づく広

島県の対応方針』の制定について」で通知のとおり，オキシダント注意報・警報

が発令された場合と同様の方法（電子メール）で連絡します。 

 

 

 

 

担当 健康教育係 

電話 082-513-5036（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

（担当者 有﨑） 

 

 








































